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は
じ
め
に

孫
文
と
儒
教

孫
文
(
-
八
六
六
ー
一
九
二
五
、
号
は
逸
仙
、
通
称
は
中
山
）

は
、
周
知
の
通
り
「
三
民
主
義
」
（
民
権
主
義
・
民
族
主
義
・

民
生
主
義
）
を
提
唱
し
て
清
王
朝
を
打
倒
し
た
、
辛
亥
革
命
（
一

九
一
―
)
の
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
後
も
中
華
革
命
党
・
中
国

国
民
党
を
率
い
て
一
生
涯
革
命
の
た
め
に
尽
力
し
、
今
日
で
は

「
国
父
」
の
称
を
得
て
い
る
。
い
わ
ば
中
国
近
代
化
の
父
と
い

っ
て
よ
い
人
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
辛
亥
革
命
の
成
功
に
よ
り
中
華
民
国
が
成
立
す

る
と
、
儒
教
は
保
守
派
に
担
が
れ
て
国
教
化
が
要
請
さ
れ
た
り
、

教
育
の
場
に
祭
孔
読
経
が
持
ち
込
ま
れ
る
な
ど
、
「
信
教
の
自

由
」
を
か
か
げ
た
民
国
の
方
針
と
反
す
る
位
置
に
お
か
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
雑
誌
『
新
青
年
』
に
よ
っ
た
陳
独
秀
や
呉
虞
ら

は
、
「
民
主
」
と
「
科
学
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
、
い
わ
ゆ

る
五
四
文
化
運
動
と
称
さ
れ
る
強
烈
な
儒
教
批
判
を
展
開
し
て

い
っ
た
。
し
か
る
に
孫
文
は
、
こ
の
時
期
、
儒
教
に
た
い
し
て
妥
協
的

な
言
動
を
取
り
始
め
る
。
例
え
ば
、
民
国
七
年
(
-
九
一
八
）

に
書
か
れ
た
『
孫
文
学
説
（
心
理
建
設
）
』
は
、
一
見
、
伝
統

儒
教
を
批
判
す
る
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
そ
の
実
た
く
み
に
儒

教
の
論
理
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
民
国
―
二
年
(
-
九
二
三
）
末
よ
り
、
誕
生
間
も

な
い
中
国
共
産
党
と
合
作
し
、
連
ソ
・
容
共
・
労
農
扶
助
の
三

大
政
策
を
掲
げ
、
同
時
に
伝
統
儒
教
道
徳
の
価
値
を
声
だ
か
に

叫
ぶ
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
同
一
三
年
(
-
九
二
四
）
春
の
「

三
民
主
義
（
民
族
主
義
）
」
の
講
演
に
お
い
て
、
固
有
の
旧
道

徳
が
あ
っ
て
こ
そ
固
有
の
民
族
地
位
が
回
復
で
き
る
の
だ
と
言

竹

内

弘

行

（
名
古
屋
学
院
大
学
）

(1) 
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い
、
そ
の
固
有
の
旧
道
徳
を
「
第
一
に
忠
孝
、
次
に
仁
愛
、
そ

の
次
は
信
義
、
そ
の
次
が
平
和
」
だ
と
し
た
（
注
1
)
。

こ
う
し
た
孫
文
思
想
に
於
け
る
儒
教
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

既
に
先
学
の
論
考
が
あ
る
が
、
孫
文
を
儒
教
の
道
統
の
継
承
者

と
み
た
り
、
孫
文
は
単
に
儒
教
の
古
典
を
利
用
し
た
に
過
ぎ
な

い
と
み
な
し
た
り
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
説
得
的
で
は
な
い
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
（
注
2
)
。

そ
こ
で
改
め
て
『
孫
文
学
説
（
心
理
建
設
）
』
の
検
討
を
通

し
て
こ
の
点
を
詳
し
く
分
析
し
て
み
て
見
た
い
。

孫
文
と
儒
教
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
見
落
さ
れ
が
ち
な
の

は
、
彼
の
少
年
時
代
の
体
験
で
あ
る
。
孫
文
の
出
自
は
、
広
東

の
貧
困
農
家
で
あ
っ
て
、
家
族
が
ハ
ワ
イ
ヘ
出
稼
ぎ
に
行
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
孫
文
の
家
系
は
、
そ
れ
以
前
の

儒
教
的
知
識
人
の
家
系
と
は
違
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
儒
教
の

基
本
的
な
観
念
に
接
し
た
の
は
、
幼
時
の
お
り
広
東
の
僻
村
（
翠

亨
村
）
の
私
塾
で
あ
っ
た
。
彼
の
年
譜
で
は
、
同
治
一
―
年
（
一

八
七
二
）
七
歳
に
し
て
始
め
て
私
塾
に
入
っ
て
『
三
字
経
』
．

『
千
字
文
』
等
を
読
み
、
瞬
時
に
し
て
背
誦
で
き
た
と
い
う
（
注

3
)
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
孫
文
が
農
家
出
身
と
は
い
え
、

す
ぐ
れ
た
知
的
資
質
を
も
っ
て
生
ま
れ
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

は
明
確
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
偉
人
伝
に
つ
き
も
の
の
誇
張
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
真
偽
は
置
く
と
し
て
、
孫
文
が
こ
の

時
学
ん
だ
児
童
用
の
啓
蒙
書
は
、
儒
教
の
基
本
概
念
を
要
領
よ

＜
纏
め
て
い
て
、
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
『
三
字
経
』
で
は
（
注
4
)
、
ま
ず
「
人
の
初
め
、

性
、
本
と
善
、
性
は
、
相
近
し
、
習
は
、
相
遠
し
」
と
プ
リ
ミ

テ
ィ
プ
な
儒
教
的
人
間
観
（
ち
な
み
に
、
性
善
説
は
『
孟
子
』
．

性
近
習
遠
説
は
『
論
語
』
に
み
ゆ
）
の
表
明
か
ら
始
ま
り
、
「
玉
、

み
が琢
か
ざ
れ
ば
、
器
を
成
さ
ず
、
人
、
学
ば
ざ
れ
ば
、
義
を
知
ら

ず
」
と
い
う
『
礼
記
』
学
記
篇
の
教
育
必
要
論
を
の
べ
、
つ
い

で
三
綱
•
四
時
•
五
行
・
六
経
・
七
情
•
八
音
な
ど
の
儒
教
な

い
し
中
国
古
典
学
の
基
本
用
語
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
諸
子
百
家

の
概
要
・
簡
単
な
王
朝
史
・
中
国
文
学
の
概
観
に
及
ん
で
い
る
。

ま
こ
と
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
中
国
古
典
学
の
入
門
書
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
間
「
如
く
は
蛍
を
嚢
に
し
、
如
く
は
雪
に
映
じ
て
、

家
貧
と
雖
も
、
学
ん
で
綴
め
ず
」
、
「
人
、
学
ば
ざ
れ
ば
、
物

(2) 
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に
如
か
ず
」
と
繰
り
返
し
学
問
の
重
要
性
を
の
べ
て
、
最
後
に

「
幼
に
し
て
業
を
習
い
、
壮
に
し
て
身
を
致
し
、
上
は
国
を
匡

し
、
下
は
民
を
利
す
」
と
い
う
出
世
顕
名
と
匡
国
利
民
（
経
世

済
民
）
の
理
想
を
述
べ
て
終
わ
る
。

こ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
は
伝
統
士
大
夫
の
養
成
を
め
ざ
し
た

も
の
で
、
そ
の
方
法
が
い
わ
ゆ
る
「
死
読
硬
記
」
（
暗
記
本
位
）

で
あ
っ
た
こ
と
に
問
題
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
時
が
た

ち
自
分
か
ら
思
考
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
俗
に
「
三
つ
子
の

魂
百
ま
で
」
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
思
想
上
の
一
種
の
基
調
定

音
と
し
て
暗
黙
の
前
提
を
提
供
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
効
果
は
、
近
代
の
学
校
制
度
に
よ
る
知
識
の
注
入
ほ

ど
の
速
効
性
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
孫
文
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
暗

記
ば
か
り
で
解
説
の
な
い
こ
と
に
不
満
だ
っ
た
と
い
い
、
「
世

間
に
は
定
め
て
真
理
の
、
『
三
字
経
』
の
未
だ
曾
て
道
及
せ
ざ

る
所
と
為
る
者
あ
ら
ん
。
余
、
終
に
能
＜
之
を
異
日
に
尋
求
せ

ん
」
と
言
っ
て
い
た
と
あ
る
（
注
5
)
。
孫
文
の
鋭
敏
さ
を
強

調
し
よ
う
と
す
る
伝
記
作
者
の
意
図
を
差
し
引
く
と
し
て
も
、

孫
文
が
『
三
字
経
』
な
ど
の
童
蒙
書
の
理
解
を
願
い
、
そ
の
上

に
さ
ら
に
幅
広
く
道
理
を
求
め
て
い
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。

そ
の
後
も
当
時
の
子
供
が
し
た
よ
う
に
四
書
五
経
の
選
読
に

進
み
、
塾
師
の
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
れ
が
一
四
歳
の
六

月
に
ハ
ワ
イ
に
行
く
ま
で
続
い
た
の
だ
。
こ
の
間
の
儒
教
や
中

国
古
典
学
の
基
礎
知
識
は
、
そ
の
後
の
ハ
ワ
イ
、
つ
い
で
一
八

歳
か
ら
の
香
港
で
の
西
方
医
学
や
キ
リ
ス
ト
教
の
学
習
に
よ
っ

て
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
の
ち
に
医
学
を

捨
て
て
「
経
国
済
民
」
の
革
命
に
尽
力
し
た
こ
と
は
、
最
初
の

教
育
効
果
つ
ま
り
『
三
字
経
』
以
来
の
「
匡
国
利
民
」
志
向
の

表
れ
で
あ
っ
た
様
に
も
思
わ
れ
る
。

事
実
、
孫
文
は
、
帰
国
後
も
医
学
を
学
ぶ
た
め
に
入
っ
た
香

港
「
抜
翠
書
院
」
で
も
キ
リ
ス
ト
教
倫
敦
会
の
長
老
で
あ
っ
た

区
鳳
罪
か
ら
国
学
を
学
び
「
逸
仙
」
の
号
を
名
の
っ
た
。
ま
た

広
州
博
済
医
院
で
医
学
を
学
ん
だ
折
り
に
も
陳
仲
発
か
ら
国
学

を
学
び
、
ま
た
個
人
的
に
も
「
経
史
を
治
め
て
甚
だ
勤
」
め
た

り
、
当
時
す
で
に
「
二
十
四
史
」
を
閲
読
し
て
経
国
の
大
志
を

抱
く
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
（
注
6
)
。
こ
う
し
て
一
介
の
勉

強
好
き
の
農
民
の
子
供
は
西
洋
医
学
徒
か
ら
国
家
の
救
済
を
め

ざ
す
革
命
家
に
脱
皮
し
た
。
孫
文
の
形
成
に
は
、
よ
く
み
れ
ば
、

農
民
出
身
と
か
西
洋
的
な
学
問
の
ほ
か
に
や
は
り
伝
統
思
想
の

影
が
色
濃
く
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

革
命
に
転
じ
た
そ
の
後
の
孫
文
が
ハ
ワ
イ
に
て
組
織
し
た
興

(3) 
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中
会
を
中
心
に
度
々
の
起
義
（
武
装
蜂
起
）
の
失
敗
に
も
め
げ

ず
、
一
方
で
三
民
主
義
を
高
唱
し
つ
づ
け
て
一
九
―
一
年
の
辛

亥
革
命
を
迎
え
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
辛
亥
革
命
で
清
朝
が
倒
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
匡

国
利
民
」
の
理
想
が
実
現
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
三

年
に
は
第
二
革
命
が
お
き
て
孫
文
は
新
生
中
華
民
国
か
ら
追
わ

れ
て
、
ま
た
亡
命
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
が
再
び
中
国

の
土
を
踏
ん
だ
の
は
、
衷
世
凱
打
倒
を
め
ざ
し
た
第
三
革
命
の

さ
な
か
の
一
九
一
六
年
で
あ
っ
た
。
哀
世
凱
の
な
き
あ
と
、
中

華
民
国
政
府
は
、
南
北
に
分
裂
し
、
孫
文
は
南
方
護
法
政
府
の

大
元
帥
に
就
任
す
る
が
、
一
九
一
八
年
に
は
そ
れ
を
も
追
わ
れ
、

上
海
に
退
居
し
て
著
述
に
専
念
し
た
。
こ
の
時
に
至
っ
て
孫
文

自
身
の
手
で
儒
教
思
想
が
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
内
容
は
、
次
節
に
て
検
討
し
よ
う
。

一
九
一
八
年
六
月
以
来
、
孫
文
は
上
海
に
て
著
述
に
専
念
し

た
。
こ
の
時
に
書
き
上
げ
た
書
が
『
孫
文
学
説
』
で
あ
り
、
そ

れ
は
孫
文
の
『
建
国
方
略
』
三
部
作
の
ひ
と
つ
で
「
心
理
建
設
」

と
も
呼
ば
れ
、
革
命
の
為
の
精
神
建
設
を
テ
ー
マ
と
し
た
書
で

あ
っ
た
。
ち
な
み
に
三
部
作
は
、
（
一
）
『
心
理
建
設
（
孫
文

学
説
）
』
（
二
）
『
物
質
建
設
（
実
業
計
画
）
』
（
三
）
『
社

会
建
設
（
民
権
初
歩
）
』
を
い
い
、
民
国
六
年
（
一
九
一
七
）

か
ら
一

0
年
(
-
九
ニ
―
)
に
か
け
て
順
次
出
版
さ
れ
た
。

最
初
に
書
か
れ
た
の
は
（
三
）
『
民
権
初
歩
』
（
原
名
「
会

議
通
則
」
）
で
、
一
九
一
七
年
二
月
ニ
―
日
に
そ
の
序
文
が
書

き
上
げ
ら
れ
、
同
年
四
月
に
上
海
中
華
書
局
か
ら
単
行
本
と
し

て
出
版
さ
れ
た
。
内
容
は
、
会
議
の
ル
ー
ル
・
プ
ッ
ク
と
い
っ

て
よ
い
も
の
で
、
孫
文
自
身
そ
の
狙
い
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。「

民
権
、
何
に
由
り
て
発
達
す
る
や
、
則
ち
人
心
を
固
結
し

群
力
を
糾
合
す
る
に
よ
り
始
ま
る
。
而
し
て
人
心
を
固
結
し

群
力
を
糾
合
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
又
集
会
に
よ
る
に
非
ざ
れ

ば
功
を
為
さ
ず
。
是
れ
集
会
は
、
実
に
民
権
発
達
の
第
一
歩

た
り
。
然
れ
ど
も
中
国
人
、
集
会
の
属
禁
を
受
く
る
こ
と
、

年
に
数
百
年
、
合
群
の
天
性
殆
ど
失
わ
る
。
是
を
以
て
集
会

の
原
則
、
集
会
の
条
理
、
集
会
の
習
慣
、
集
会
の
経
験
、
皆

闊
然
と
し
て
有
る
な
し
。
一
盤
の
散
砂
の
民
衆
を
以
て
、
忽

(4) 
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ち
彼
を
民
国
主
人
の
位
に
登
ら
し
め
ん
と
す
る
も
、
宜
な
る

か
な
、
其
の
手
足
措
く
な
く
、
従
う
所
を
知
ら
ず
。
所
謂
集

会
は
、
則
ち
烏
合
の
み
。
是
れ
中
国
の
国
民
、
今
日
実
に
未

だ
民
権
の
第
一
歩
を
行
う
能
わ
ざ
る
な
り
。
（
注
7
)
」

孫
文
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
積
弱
の
原
因
は
人
心
の
淡
散
に
あ

る
と
み
て
、
そ
の
弊
害
を
矯
正
し
強
固
な
人
心
の
団
結
を
確
保

す
る
た
め
に
会
議
に
よ
る
意
志
決
定
の
方
法
を
示
し
た
と
言
う

の
で
あ
る
。

民
衆
の
意
志
を
会
議
と
い
う
形
式
に
絡
め
と
っ
て
そ
の
決
定

を
権
力
行
使
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
よ
う
と
い
う
孫
文
の
意
図
は
、

十
分
に
合
理
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
孫

文
の
目
が
ひ
た
す
ら
「
人
心
」
に
注
が
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目

し
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
五
ヶ
月
後
の
同

年
七
月
ニ
―
日
、
孫
文
は
、
人
心
の
確
立
を
目
的
と
し
た
「
知

難
行
易
説
」
を
内
容
と
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
後
に
ま

と
め
ら
れ
て
（
一
）
『
孫
文
学
説
』
と
な
っ
た
。
こ
の
『
孫
文

学
説
』
の
序
文
が
書
か
れ
た
の
は
、
民
国
七
年
す
な
わ
ち
―
九

一
八
年
―
二
月
三
0
日
、
単
行
本
は
翌
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
。

な
お
（
二
）
『
実
業
計
画
』
の
序
は
一
九
ニ
―
年
四
月
で
こ
れ

が
一
番
遅
い
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
『
孫
文
学
説
』
の
狙
い
は
そ
の
副
題
「
心
理
建
設
」

の
示
す
通
り
人
心
の
確
立
に
あ
っ
た
。
孫
文
は
こ
の
『
孫
文
学

説
』
の
自
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
夫
れ
国
は
、
人
の
積
な
り
。
人
は
心
の
器
な
り
。
而
し
て

国
事
は
一
人
群
心
理
の
現
象
な
り
。
是
の
故
に
政
治
の
隆
汚

は
、
人
心
の
振
靡
に
係
る
。
吾
が
心
、
其
の
行
う
べ
き
を
信

ず
れ
ば
、
則
ち
山
を
移
し
海
を
填
む
の
難
も
、
終
に
成
功
の

日
あ
ら
ん
。
吾
が
心
、
其
の
行
う
べ
か
ら
ざ
る
を
信
ず
れ
ば
、

則
ち
掌
を
反
し
枝
を
折
る
の
易
も
、
亦
た
効
を
収
む
る
の
期

な
き
な
り
。
心
の
用
た
る
、
大
な
る
か
な
！
夫
れ
心
な
る

も
の
は
、
万
事
の
本
源
な
り
。
満
清
の
顛
覆
は
、
此
の
心
、

之
を
為
す
な
り
。
民
国
の
建
設
は
、
此
の
心
、
之
を
敗
る
な

り
。
（
中
略
）
国
民
！
国
民
！
究
に
何
の
心
を
成
す
や
？

能
わ
ざ
る
か
？
行
わ
ざ
る
か
？
知
ら
ざ
る
か
？
吾
れ

知
れ
り
、
其
の
能
わ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
、
行
わ
ざ
る
な
り
、

亦
た
行
わ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
、
知
ら
ざ
る
な
り
。
個
し
能

＜
之
を
知
れ
ば
、
則
ち
建
設
事
業
も
亦
た
掌
を
反
し
枝
を
折

る
が
如
き
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
と
。
（
注
8
)
」

(5) 
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こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
事
の
成
否
は
す
べ
て
人
心

に
よ
る
と
い
う
中
国
伝
統
の
心
学
の
言
で
あ
る
。
前
述
の
会
議

の
成
否
も
、
清
朝
を
倒
し
た
革
命
も
革
命
後
の
国
事
も
み
な
そ

の
成
否
は
、
心
次
第
と
い
う
の
だ
。
た
だ
し
、
孫
文
は
そ
れ
以

上
に
心
学
に
踏
み
込
ま
な
い
。
彼
の
目
指
し
た
の
は
、
「
知
る

は
難
く
、
行
う
は
易
し
」
と
い
う
自
己
の
学
説
を
周
知
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
心
学
、
と
り
わ
け
「
知
行
合
一
」
を

説
い
た
「
陽
明
心
学
」
に
つ
い
て
は
、
『
孫
文
学
説
』
の
第
一

章
冒
頭
に
て
従
来
の
知
易
行
難
説
と
あ
わ
せ
て
批
判
さ
れ
て
い

る
。
い
ま
そ
れ
を
含
む
『
孫
文
学
説
』
執
筆
の
由
来
を
の
べ
た

冒
頭
の
文
を
み
て
み
よ
う
。

「
革
命
の
破
壊
告
成
の
際
、
建
設
発
端
の
始
に
当
り
、
予
、

乃
ち
興
高
采
烈
を
禁
ぜ
ず
、
予
の
生
平
の
抱
負
と
積
年
研
究

の
得
る
所
と
を
以
て
定
め
て
建
国
の
計
画
を
為
り
、
挙
げ
て

之
を
行
い
、
以
て
一
躍
し
て
中
国
を
富
強
隆
盛
の
地
に
登
さ

ん
と
翼
わ
ん
と
欲
せ
り
。
乃
ち
予
を
難
ず
る
者
有
り
て
日
＜

r

先
生
の
志
、
高
く
遠
し
。
先
生
の
策
、
閑
く
深
し
。
其
れ

『
之
を
知
る
こ
と
の
搬
き
に
非
ず
、
之
を
行
う
こ
と
惟
れ
銀

」
と
。
て
失
う
が
若
し
。

と
惟
れ
賑
し
』
の
一
説
、
吾
が
心
も
亦
た
信
じ

お

も

な
し
。
以
為
う
に
古
人
、
我
を
欺
か
ざ
れ
ば
な

以
て
此
の
難
関
を
打
破
し
、
以
て
吾
が
建
設
の
目
的
を
達
せ

ん
こ
と
有
ら
ん
と
思
い
、
是
に
於
い
て
陽
明
『
知
行
合
一
』

の
説
を
以
て
、
以
て
同
人
を
励
ま
す
。
惟
れ
久
し
く
し
て
之

た

を
久
う
す
る
も
、
終
に
奮
勉
の
気
、
畏
難
の
心
に
勝
え
ざ
る

を
覚
ゆ
。
挙
国
の
趨
勢
皆
是
の
如
き
な
り
。
予
、
乃
ち
廃
然

と
し
て
返
り
、
専
ら
r

知
る
は
易
く
行
う
は
難
し
」
の
一
問

題
に
従
事
し
、
以
て
其
の
究
境
を
研
求
す
。
幾
ん
ど
年
月
を

費
や
し
、
始
め
て
悦
然
と
し
て
古
人
の
伝
え
る
所
、
近
人
の

信
じ
る
所
の
者
、
実
に
是
に
似
て
非
な
る
を
悟
る
。
乃
ち
之

が
為
に
諮
然
と
し
て
得
る
あ
り
。
欣
然
と
し
て
喜
び
、
中
国

の
事
、
向
来
の
不
振
は
、
行
う
能
わ
ざ
る
に
坐
す
る
に
非
ざ

る
な
り
、
実
に
知
る
能
わ
ざ
る
に
坐
す
る
こ
と
、
及
び
其
の

既
に
之
を
知
り
て
、
又
行
わ
ざ
る
は
、
則
ち
知
る
を
以
て
易

し
と
為
し
、
行
う
を
以
て
難
し
と
為
す
に
誤
る
を
知
る
な
り
。

（
中
略
）
是
に
於
い
て
予
の
構
思
し
て
得
る
所
の
十
事
を
以

て
、
以
て
之
を
行
う
の
銀
き
に
非
ず
し
て
之
を
知
る
の
惟
れ

(6) 
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搬
き
を
証
明
し
、
以
て
学
者
の
研
究
に
供
し
、
而
し
て
世
人

の
迷
惑
を
破
ら
ん
と
す
。
（
注
9
)
」

右
の
孫
文
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
『
孫
文
学
説
』
の
中
心
論
題

で
あ
る
行
易
知
難
説
の
提
示
理
由
は
、
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
（
一
）
辛
亥
革
命
後
、
同
志
よ
り
彼
の
三
民
主
義
は

理
想
に
過
ぎ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
事

へ
の
反
省
、
（
二
）
そ
の
背
後
に
、
伝
統
儒
教
思
想
の
知
易
行

難
説
（
『
書
経
』
説
命
中
篇
に
み
ゆ
）
と
、
王
陽
明
が
提
示
し

孫
文
ら
革
命
派
も
か
つ
て
賛
同
し
た
知
行
合
一
説
の
二
説
が
大

き
な
影
を
お
と
し
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
旧
説
へ
の
反
撃
突

破
の
二
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
知
行
合
一
説
の
流
行
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
辛
亥
革
命
以
前
の
宋
教
仁
の
思
想
を
と
り
あ

げ
て
検
討
し
た
が
、
そ
の
当
時
の
孫
文
が
、
必
ず
し
も
陽
明
学

信
奉
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
別
稿
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
う
し
た
背
景
も
孫
文
が
行
易
知
難
説
を
提
示
す
る
に
至

っ
た
遠
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
辛
亥
革
命
後
、
十
年

近
い
歳
月
を
経
た
中
華
民
国
に
お
い
て
、
孫
文
が
人
心
の
確
立

を
め
ざ
し
て
提
示
し
た
行
易
知
難
説
の
思
想
内
容
は
何
で
あ
っ

た
か
。
節
を
改
め
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
九
一
八
年
に
孫
文
に
よ
っ
て
『
孫
文
学
説
』
と
題
さ
れ
た

一
書
は
、
伝
統
儒
教
経
典
の
『
書
経
』
説
命
中
篇
に
み
え
る
「
知

る
は
易
く
、
行
う
は
難
し
」
の
説
と
、
明
代
の
王
陽
明
に
よ
っ

て
唱
え
ら
れ
た
「
知
行
合
一
」
の
説
を
俎
上
に
あ
げ
、
と
も
に

中
国
の
発
展
を
阻
害
し
た
誤
っ
た
説
で
あ
っ
た
と
し
、
改
め
て
、

孫
文
自
身
が
発
明
し
た
「
行
う
は
易
く
、
知
る
は
難
し
」
の
説

を
闊
明
に
し
て
、
人
心
の
改
革
を
図
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
孫
文
は
、
そ
の
書
に
「
心
理
建
設
」
と
い
う
副
題
を
つ
け

て
い
る
と
お
り
近
代
人
と
し
て
の
心
理
の
あ
り
様
を
説
い
た
も

の
と
も
み
え
る
が
、
そ
の
含
む
問
題
点
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
孫
文
の
論
旨
に
沿
っ
て
同

書
の
全
体
を
み
て
み
よ
う
。

さ
て
『
孫
文
学
説
』
は
、
全
体
が
八
章
で
構
成
さ
れ
る
が
、

第
一
章
よ
り
第
四
章
ま
で
は
、
自
説
の
中
心
命
題
で
あ
る
「
行

う
は
易
く
、
知
る
は
難
し
」
に
関
す
る
十
項
目
の
論
証
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
①
食
事
（
第
一
章
）
、
②
金
銭
（
第
二
章
）
、
③

作
文
（
第
三
章
）
、
④
建
築
、
⑤
造
船
、
⑥
築
城
、
⑦
開
河
、

(7) 
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⑧
電
（
気
）
学
、
⑨
化
学
、
⑩
進
化
（
以
上
七
事
は
、
第
四
章
）

を
例
に
あ
げ
て
、
知
識
（
学
説
）
を
も
た
ず
と
も
そ
の
実
行
が

あ
っ
た
こ
と
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
第
五
章
、
「
知
行
総
論
」
に
お
い
て
、
改
め
て
、
旧

説
の
非
が
説
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
日
本
の
明
治
維
新
の
成
功

を
陽
明
学
（
知
行
合
一
説
）
の
た
ま
も
の
と
す
る
論
調
を
反
駁

し
「
日
本
の
維
新
は
皆
、
之
を
行
っ
て
其
の
道
を
知
ら
ざ
る
に

成
っ
た
も
の
（
注
10)
」
だ
と
言
い
、
知
行
合
一
説
は
科
学
的

思
考
に
な
じ
ま
ず
、
近
代
化
に
は
弊
害
が
あ
る
と
指
弾
し
て
い

る。
つ
づ
く
第
六
章
、
「
能
く
知
れ
ば
必
ず
能
く
行
う
」
、
第
七

章
「
知
ら
ざ
る
も
亦
た
能
く
行
う
」
と
、
自
説
と
り
わ
け
『
革

命
方
略
』
の
実
行
を
救
国
策
と
し
て
展
開
し
、
さ
ら
に
第
一
次

大
戦
後
の
欧
米
の
余
剰
資
産
を
頼
ん
で
の
実
業
振
興
策
に
も
言

及
し
て
い
て
、
総
じ
て
、
楽
天
的
で
あ
る
。
最
後
の
第
八
章
は
、

つい

「
志
あ
ら
ば
覚
に
成
る
」
と
題
し
て
、
孫
文
の
革
命
を
め
ざ
し

た
意
志
が
、
ハ
ワ
イ
で
の
興
中
会
結
成
か
ら
辛
亥
革
命
の
成
功

に
よ
っ
て
実
現
す
る
ま
で
三
十
年
間
一
貫
し
て
い
た
こ
と
、
こ

れ
が
成
功
因
だ
っ
た
と
回
顧
的
に
記
し
て
い
て
、
一
篇
の
中
国

革
命
史
と
な
っ
て
終
る
。
以
上
が
、
『
孫
文
学
説
』
の
全
体
で

あ
る
。と
こ
ろ
で
、
『
孫
文
学
説
』
は
、
全
八
章
の
最
初
か
ら
最
後

ま
で
、
行
易
知
難
説
を
繰
り
か
え
し
説
き
続
け
て
い
る
が
、
そ

の
論
理
構
成
を
よ
く
み
る
と
顕
著
な
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
行
う
の
は
容
易
、
知
る
の
が
難
し
い
か
ら
よ
く

知
る
必
要
が
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
知
ら
な
く
て
も
実
行
で
き

る
人
間
の
存
在
を
前
提
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
孫
文
は
人
間
の
進
化
の
歴
史
を
知
の
状
況
を
媒
介

に
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
夫
れ
今
人
の
眼
光
を
以
て
、
以
て
世
界
人
類
の
進
化
を
考

え
る
に
、
当
に
分
け
て
三
時
期
と
為
す
べ
し
。
第
一
は
、
草

昧
よ
り
文
明
に
進
む
ま
で
、
知
ら
ず
し
て
行
う
の
時
期
と
為

す
。
第
二
は
、
文
明
よ
り
再
に
文
明
に
進
む
ま
で
、
行
い
て

後
に
知
る
の
時
期
と
為
す
。
第
三
は
、
科
学
発
明
さ
れ
て
よ

り
後
‘
知
り
で
後
に
行
ぅ
の
時
期
と
為
す
。
欧
美
は
幸
に
し

て
知
る
は
易
く
行
う
は
難
し
の
説
の
其
の
文
明
の
障
擬
と
為

る
な
し
。
故
に
能
＜
草
昧
よ
り
し
て
文
明
に
進
み
、
文
明
よ

り
し
て
科
学
に
進
む
。
其
の
近
代
の
進
化
た
る
や
、
知
ら
ず

も
と

し
て
固
よ
り
之
を
行
い
、
而
し
て
之
を
知
り
て
更
に
之
を
行

(8) 
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「
人
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
三
系
あ
り
。
其
の
一
は
先

や

わ
ん
こ
と
を
楽
う
。
此
れ
其
の
進
行
し
て
息
ま
ざ
る
、
今
日

の
突
飛
の
進
歩
あ
る
を
得
る
所
以
な
り
（
注
11)
。」

こ
の
文
は
、
人
類
史
を
、
知
る
こ
と
を
目
安
に
し
て
（
一
）

「
知
ら
ず
し
て
行
っ
て
い
た
時
代
」
、
（
二
）
「
行
っ
て
後
に

知
っ
た
時
代
」
、
（
三
）
「
科
学
的
方
法
を
利
用
し
て
知
っ
て

進
歩
し
つ
づ
け
る
時
代
」
の
三
代
に
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
三

時
代
区
分
は
、
康
有
為
ら
が
清
末
に
提
示
し
た
か
の
「
大
同
三

世
説
（
注
12)
」
に
似
て
は
い
る
が
、
西
欧
社
会
に
み
ら
れ
た

科
学
に
よ
る
飛
躍
的
進
歩
を
最
高
段
階
に
お
く
点
で
、
孫
文
の

時
代
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
問
題
は
、
右
の
三
区

分
は
、
時
代
層
の
相
違
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
人
間
の
中

に
も
同
様
の
相
違
が
み
ら
れ
る
と
、
孫
文
が
認
識
し
て
い
た
事

で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
一
文
は
『
孟
子
』
万
章
上
篇
に
み
え

る
「
先
知
先
覚
」
、
「
後
知
後
覚
」
の
二
語
を
下
敷
に
し
て
、

新
し
く
「
不
知
不
覚
」
の
部
分
を
加
え
、
こ
れ
を
前
の
「
知
ら

ず
し
て
能
く
行
う
」
者
に
あ
て
て
人
間
の
三
区
分
論
を
展
開
し

て
い
る
。

知
先
覚
者
に
し
て
、
創
造
発
明
を
為
す
。
其
の
二
は
後
知
後

覚
者
に
し
て
、
倣
奴
推
行
を
為
す
。
其
の
三
は
不
知
不
覚
者

に
し
て
、
力
を
蠍
し
て
成
る
を
睾
う
こ
と
を
為
す
。
此
の
三

も
と

系
の
人
、
相
需
め
て
用
を
為
す
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
大
馬
の

九
河
も
疎
（
通
）
す
べ
く
、
秦
皇
の
長
城
も
能
く
築
く
な
り
。

乃
ち
後
世
の
人
、

r

之
を
知
る
は
搬
き
に
非
ず
」
の
説
に
誤

ま
り
、
先
知
先
覚
者
の
発
明
あ
り
と
雖
も
、
而
も
後
知
後
覚

つ
ね

者
、
毎
に
以
て
之
を
知
る
こ
と
易
し
（
行
う
こ
と
は
難
し
）

と
為
し
て
之
を
忽
略
に
し
、
獨
り
之
が
倣
効
推
行
を
為
さ
ざ

る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
之
を
目
し
て
理
想
行
い
難
し
と
為
す
。
）

，
 

是
に
於
い
て
不
知
不
覚
者
、
則
ち
之
が
為
に
力
を
娼
し
て
成
（

る
を
睾
う
に
血
な
し
。
秦
漠
以
降
の
事
功
、
一
も
能
く
大
馬

の
九
河
と
始
皇
の
長
城
と
に
比
す
る
な
き
所
以
の
も
の
、
此

れ
（
が
た
め
）
な
り
。
登
に
慨
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
（
注

13)
」

孫
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
に
は
、
（
一
）
先
知
先
覚
者
、
（
二
）

後
知
後
覚
者
、
（
三
）
不
知
不
覚
者
の
三
者
が
お
り
、
先
知
先

覚
者
が
発
明
し
た
こ
と
を
、
後
知
後
覚
者
が
宣
伝
推
行
し
、
そ

れ
を
不
知
不
覚
者
が
実
行
す
る
こ
と
で
事
業
が
成
立
す
る
。
古
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代
に
馬
が
洪
水
を
治
め
て
九
河
を
通
し
た
の
も
、
秦
の
始
皇
帝

が
万
里
の
長
城
を
築
い
た
の
も
こ
う
し
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。

さ
ら
に
孫
文
は
こ
れ
を
現
時
の
課
題
で
あ
る
民
国
の
発
展
に
あ

て
は
め
て
、
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
上
（
述
）
の
所
謂
文
明
の
進
化
は
、
三
系
の
人
に
成
る
。

其
の
一
は
、
先
知
先
覚
者
、
即
ち
発
明
家
な
り
。
其
の
二
は
、

後
知
後
覚
者
、
即
ち
鼓
吹
家
な
り
。
其
の
三
は
、
不
知
不
覚

者
、
即
ち
実
行
家
な
り
。
此
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
中
国
は
実

行
家
な
き
を
患
え
ず
。
蓋
し
林
林
総
総
な
る
者
皆
こ
れ
な
り
。

乃
ち
吾
党
の
士
、
言
あ
り
て
日
く
『
某
や
理
想
家
な
り
、
某

や
実
行
家
な
り
』
と
。
其
れ
二
三
人
を
以
て
国
事
を
改
革
せ

る
の
実
行
家
と
為
す
べ
く
ん
ば
、
真
に
謬
誤
の
甚
だ
し
き
な

り
。
観
ず
や
、
今
の
外
人
の
上
海
に
在
り
て
建
設
す
る
所
の

宏
大
な
る
エ
廠
、
繁
盛
な
る
市
街
、
崇
偉
な
る
楼
閣
、
其
の

実
行
家
は
皆
中
国
の
エ
人
な
り
。
而
し
て
外
人
は
理
想
家
、

み

ず

計
画
家
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
並
び
に
未
だ
射
親
か
ら
其

の
建
設
を
実
行
す
る
の
事
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
一
国
の
経

営
建
設
の
得
難
き
所
と
為
る
者
は
、
実
行
家
に
非
ざ
る
な
り
。

乃
ち
理
想
家
、
計
画
家
な
り
。
（
注
14)
」

右
の
孫
文
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
進
化
は
、
（
一
）

先
知
先
覚
の
発
明
家
、
（
二
）
後
知
後
覚
の
鼓
吹
家
、
（
三
）

不
知
不
覚
の
実
行
家
の
三
者
の
相
互
関
係
で
動
く
と
い
い
、
そ

れ
は
換
言
す
れ
ば
、
（
一
）
先
知
先
覚
の
党
首
で
あ
る
孫
文
の

発
明
し
た
「
三
民
主
義
」
・
「
五
権
憲
法
」
な
ど
を
、
（
二
）
後

知
後
覚
の
党
員
が
鼓
吹
し
宣
伝
し
て
、
（
三
）
不
知
不
覚
の
労

農
大
衆
に
よ
っ
て
実
現
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
注
意
す
べ
き
は
（
三
）
不
知
不
覚
の
労
農
大
衆

の
前
で
は
、
知
る
こ
と
が
難
し
い
か
ど
う
か
と
い
っ
た
事
は
問

題
外
と
な
り
、
結
局
、
知
が
問
題
と
な
る
の
は
、
（
一
）
先
知

先
覚
者
と
（
二
）
後
知
後
覚
者
の
二
者
、
つ
ま
り
知
識
人
、
指

導
者
、
党
員
、
な
ど
社
会
の
上
位
を
占
め
る
人
に
つ
い
て
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
の
孫
文
の
思
想
が
人
間
を
完
全
な
平

等
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
知
行
を
問
題
に
す
る
上
位
支
配

層
と
不
知
不
覚
の
下
位
労
農
大
衆
層
に
二
分
し
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
彼
が
は
じ
め
か
ら
問
題
に
し
て
い
た
「
人

心
」
と
は
、
こ
の
上
位
層
の
人
心
で
あ
っ
て
、
下
位
の
大
衆
層

で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
化
が
国
民

国
家
を
形
成
す
る
た
め
に
全
人
民
的
啓
蒙
教
育
を
め
ざ
す
必
要

(10) 
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が
あ
っ
た
（
例
え
ば
、
明
治
国
家
が
、
兵
役
と
納
税
と
あ
わ
せ

義
務
教
育
を
う
け
る
こ
と
を
国
民
の
「
三
大
義
務
」
と
し
た
事

実
を
み
よ
）
の
に
、
『
孫
文
学
説
』
で
は
、
国
民
の
大
多
数
の

労
働
者
農
民
ら
一
般
人
は
、
不
知
不
覚
者
と
認
定
さ
れ
て
後
ま

わ
し
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
考
は
、
当
時
の

中
国
社
会
の
状
況
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同

時
に
伝
統
儒
教
思
想
の
愚
民
観
と
も
安
易
に
妥
協
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

ょ

『
論
語
』
泰
伯
篇
に
み
え
る
「
子
日
く
、
民
は
之
に
由
ら
し

む
べ
し
、
之
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
文
章
は
、
中
国

が
近
代
化
を
迎
え
た
と
き
、
儒
教
の
封
建
性
を
示
す
も
の
と
し

て
最
も
攻
撃
さ
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
注
15)
が
、
孫

文
は
、
自
説
の
「
行
う
は
易
し
」
を
論
証
す
る
為
に
は
、
こ
れ

を
も
肯
定
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
個
し
俯
お
吾
が
r

行
う
は
易
く
知
る
は
難
し
」
の
説
を
信

こ
稟

ぜ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
請
う
細
か
く
孔
子
の
r

民
は
之
に
由
ら

し
む
べ
し
、
之
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
（
原
文
，
民
可
使

べ

し

ま

さ

由
之
、
不
可
使
知
之
」
）
を
味
わ
え
。
此
の
r

可
」
の
字
は
当

に
r

能
」
の
解
を
作
す
べ
し
。
知
る
べ
し
、
古
の
聖
人
も
亦

た
嘗
つ
て
見
及
せ
し
を
。
惜
し
む
ら
く
は
、
其
の
こ
れ
を
語

っ
て
詳
し
か
ら
ず
、
故
に
後
人
、
之
を
忽
に
し
、
遂
に
漸
く

迷
途
に
入
る
を
致
し
、
一
た
び
往
き
て
返
ら
ず
、
深
<
r
之

を
知
る
は
銀
き
に
非
ず
、
之
を
行
う
惟
れ
銀
し
」
の
説
を
信

ず
。
其
の
流
毒
の
烈
、
国
を
亡
ぼ
し
種
を
滅
ぼ
す
を
致
す
も

の
あ
り
。
儘
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
（
注
16)
」

孫
文
は
原
文
の
「
不
可
使
知
之
」
（
知
ら
せ
る
な
と
い
う
不

許
可
の
意
）
を
「
不
能
使
知
之
」
（
知
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
は

不
可
能
だ
と
い
う
可
能
性
の
否
定
の
意
味
）
と
解
釈
し
て
、
「
知

る
こ
と
の
難
し
さ
」
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
大
局
的
に
み

れ
ば
、
伝
統
儒
教
の
人
民
観
（
愚
民
観
）
と
妥
協
し
て
い
る
こ

と
は
、
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
孫
文
学
説
』
の
ふ
ま
え
た
人
間
観
が
、
以
上
の
よ
う
な
三

分
説
（
発
明
者
党
首
ー
鼓
吹
者
党
員
ー
実
行
者
労
農
大
衆
）
に
よ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
容
易
に
、
封
建
体
制
下
の
君
ー
臣

ー
民
庶
の
三
分
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
想
像
で
き
よ
う
。
し
か
も
、

孫
文
は
、
先
知
先
覚
の
党
首
と
後
知
後
覚
の
党
員
の
間
に
上
意

下
達
の
知
の
方
向
の
み
な
ら
ず
下
か
ら
の
一
方
的
な
忠
誠
を
も

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
て
次
に
、
『
孫
文

(11) 
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孫
文
が
『
孫
文
学
説
』
て
言
わ
ん
と
し
た
の
は
、
表

面
上
は
「
行
う
は
易
く
知
る
は
難
し
」
と
い
う
知
行
関
係
の
一
原

則
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
裏
面
に
は
、
不
知
能
行
の
実
行
家
（
労

農
大
衆
）
の
存
在
を
前
提
と
し
て
そ
れ
と
は
別
に
「
知
る
は
易

く
行
う
は
難
し
」
と
嗚
い
て
い
る
革
命
志
向
の
同
志
た
ち
に
精

神
の
改
造
を
迫
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
み
た
と
お
り
、
孫

文
が
『
建
国
方
略
』
三
部
作
を
執
筆
し
て
近
代
化
の
為
の
諸
方

策
、
と
り
わ
け
「
人
心
」
の
確
立
の
課
題
に
答
え
よ
う
と
し
た

の
は
、
共
に
民
国
建
国
に
志
し
て
い
る
同
志
た
ち
に
、
三
民
主

義
・
五
権
憲
法
な
ど
、
孫
文
自
身
に
よ
っ
て
練
り
あ
げ
ら
れ
た

知
的
成
果
へ
の
、
信
奉
と
鼓
吹
の
要
求
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
端

的
に
言
え
ば
、
孫
文
に
忠
誠
を
誓
っ
て
孫
文
思
想
の
忠
実
な
実

現
に
尽
力
さ
せ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

従
っ
て
、
一
九
二
四
年
の
『
三
民
主
義
』
連
続
講
演
に
お
い

て
、
孫
文
が
忠
孝
な
ど
旧
道
徳
の
回
復
の
必
要
性
を
強
調
し
て

次
の
よ
う
に
言
う
の
も
、
何
ら
突
然
の
事
態
で
は
な
い
の
で
あ

四

学
説
』
の
背
景
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

「
我
々
が
現
在
、
民
族
の
地
位
を
回
復
せ
ん
と
す
れ
ば
、
み

な
が
連
合
し
て
ひ
と
つ
の
国
族
団
体
と
な
る
ほ
か
に
、
ま
だ

固
有
の
旧
道
徳
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
。
固
有
の
道
徳
が

あ
っ
て
こ
そ
、
固
有
の
民
族
的
地
位
の
回
復
を
図
り
え
る
か

ら
だ
。
中
国
の
固
有
の
道
徳
と
い
え
ば
、
中
国
人
と
し
て
今

日
ま
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
ま
ず
忠
孝
が

あ
り
、
次
に
仁
愛
、
其
の
次
に
信
義
、
其
の
次
が
平
和
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
旧
道
徳
は
、
中
国
人
が
今
も
ま
だ
常
に
口
に

し
て
い
る
も
の
だ
。
た
だ
し
、
現
在
、
外
来
民
族
の
圧
迫
を

受
け
、
新
文
化
も
侵
入
し
て
き
て
、
そ
れ
ら
の
新
文
化
の
勢

力
が
、
た
ち
ま
ち
中
国
に
横
行
し
て
し
ま
っ
た
。
一
般
に
新

文
化
に
心
酔
し
て
い
る
人
は
、
旧
道
徳
を
排
斥
し
、

r

新
文

化
が
あ
れ
ば
、
旧
道
徳
は
な
し
で
よ
い
」
と
考
え
て
い
る
。

我
々
の
固
有
の
も
の
の
う
ち
、
も
し
そ
れ
が
好
ま
し
い
も
の

な
ら
、
当
然
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
、
好
ま
し
く
な
い
も
の

な
ら
す
ぐ
に
放
棄
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
が
判
っ
て
い
な

い
の
だ
。
（
注
17)
」

る。

(12) 
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右
の
文
に
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
孫
文
に
と
っ

て
旧
道
徳
の
忠
孝
は
、
固
有
の
旧
道
徳
の
う
ち
で
も
保
存
す
べ

き
好
ま
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
忠
孝
の
「
孝
」

の
方
は
、
民
国
に
な
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
「
忠
」
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
専
制
君
主
体
制
を
打
倒
し
た
の
だ
か
ら
不

必
要
だ
と
い
う
一
般
論
が
巾
を
利
か
せ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
孫
文
は
、
次
の
よ
う
に
「
忠
」
の
道
徳
の
必
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。
「
以
前
、
忠
の
字
を
口
に
し
た
の
は
、
君
に
対
す
る
、
所
謂

忠
君
を
さ
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
民
国
に
君
主
が
い
な
い

の
で
、
忠
の
字
も
不
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
を
廃
棄
し
て

よ
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
理
論
は
、
実
は
誤
解

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
の
内
で
、
君
主
は
不
要
に
し

て
よ
い
が
、
忠
の
字
は
不
要
に
で
き
な
い
か
ら
だ
。
も
し
忠

の
字
を
不
要
に
し
て
よ
い
と
言
う
な
ら
、
試
み
に
問
う
て
み

ょ
、
我
々
に
は
国
家
が
な
い
の
か
。
（
も
し
あ
る
な
ら
）
我

々
の
忠
の
字
を
国
家
に
対
し
て
用
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
。
我
々
が
現
在
、
君
に
忠
た
れ
、
と
言
う
の
は
、
も
と
よ

り
不
可
だ
が
、
人
民
に
忠
た
れ
、
と
言
う
の
は
よ
い
の
で
は
な

い
か
。
事
に
忠
た
れ
、
と
言
う
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

我
々
が
、
あ
る
事
を
行
う
場
合
に
、
終
始
一
貫
変
わ
ら
ず
に

や
っ
て
（
原
文
r

総
要
始
終
不
漁
」
）
こ
そ
成
功
に
到
達
で

き
る
の
に
、
も
し
や
っ
て
不
成
功
な
ら
ば
、
生
命
を
犠
牲
に

し
て
も
、
惜
し
く
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
つ
ま
り
忠
（
の

意
味
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
古
人
は
忠
の
字
を
口
に
す
る
と
、

そ
の
極
限
に
死
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
旧
時
に
言
わ
れ
た
忠

は
、
皇
帝
に
忠
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
皇
帝
が
い
な
い
の
で
、

忠
の
字
を
言
わ
ず
に
、
何
で
も
み
な
や
っ
て
よ
い
と
思
う
な

ら
ば
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
（
注
18)
」

孫
文
に
よ
れ
ば
、
「
忠
」
の
道
徳
と
は
、
事
業
の
完
遂
に
向
け

て
の
終
始
一
貫
し
た
尽
力
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
為
に
は
死

を
も
い
と
わ
ぬ
精
神
が
生
ま
れ
て
当
然
だ
、
と
い
う
。
旧
時
の

君
主
一
人
に
対
す
る
忠
誠
は
、
今
は
国
家
、
あ
る
い
は
「
四
億

国
民
の
為
に
忠
誠
を
尽
く
す
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
い
、

孫
文
は
そ
の
忠
誠
の
対
象
に
関
し
て
方
向
転
換
を
認
め
て
も
、

そ
の
忠
誠
自
体
に
は
何
の
変
更
も
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
旧
道
徳
「
忠
」
の
高
い
評
価
は
、
従
っ
て
、
一

九
二
四
年
国
共
合
作
に
と
も
な
う
左
派
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
っ

た
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
前
節
か
ら
の
言
及
で
判
明
す
る

(13) 
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と
お
り
、
一
九
一
八
年
の
『
孫
文
学
説
』
の
論
理
の
必
然
的
な

帰
結
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孫
文
が
、
彼
の
同
志
た
ち
に
自
分
へ
の
忠
誠
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
一
九
一
八
年
の
『
孫
文
学

説
』
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
そ
の
よ
っ
て
来

た
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
、
孫
文
の
自
説
た
る
民
権
（
民

主
）
主
義
思
想
と
の
関
連
を
み
て
お
こ
う
。

一
九
―
一
年
の
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
、
孫
文
は
中
華
民
国
臨

時
大
総
統
に
就
任
し
た
。
一
九
―
二
年
一
月
元
旦
、
南
京
に
て

就
任
式
に
臨
ん
だ
孫
文
は
、
満
州
族
の
専
制
政
府
を
転
覆
し
、

中
華
民
国
を
建
て
た
こ
と
を
、
国
民
の
公
意
だ
と
し
て
、
自
分

は
「
国
に
忠
に
し
て
、
衆
の
為
に
服
務
（
注
19)
」
し
た
い
と

い
う
誓
詞
を
述
べ
た
。
前
に
み
た
国
へ
の
忠
誠
は
、
こ
の
時
、

す
な
わ
ち
革
命
が
成
功
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
破
壊
か
ら
一
転
し

て
国
造
り
に
邁
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
か
ら
当
然
の
要
求
だ

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
孫
文
個
人
へ
の
服
従

と
同
じ
意
味
を
も
つ
ま
で
に
は
、
別
の
経
緯
が
あ
っ
た
。

周
知
の
と
お
り
、
孫
文
に
代
っ
て
大
総
統
に
就
任
し
た
衷
世

凱
は
、
宋
教
仁
の
暗
殺
な
ど
革
命
派
を
圧
迫
し
、
一
九
一
三
年

七
月
に
は
窮
迫
し
た
革
命
派
が
第
二
革
命
を
起
し
た
も
の
の
、

衷
の
強
大
な
軍
事
力
に
圧
殺
さ
れ
て
終
っ
た
。
孫
文
や
黄
興
ら

は
日
本
に
亡
命
し
、
こ
こ
で
再
起
を
図
っ
た
。
同
年
九
月
、
孫

文
は
、
同
志
を
糾
合
し
て
「
中
華
革
命
党
」
を
組
織
し
た
。
こ

の
時
、
孫
文
は
、
党
員
た
ち
に
党
首
孫
文
へ
次
の
よ
う
な

詞
」
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
。

一
、
宗
旨
を
実
行
す
る

二
、
命
令
に
服
従
す
る

三
、
職
務
に
忠
を
尽
く
す

四
、
秘
密
を
厳
守
す
る

五
、
っ
て
死
生
を
共
に
す
る
（
注
20)

右
の
五
条
を
誓
う
に
あ
た
っ
て
、
党
員
た
ち
は
「
中
国
の
危
亡

を
救
い
、
民
生
の
困
苦
を
極
う
為
に
、
一
己
の
身
命
自
由
の
権

利
を
犠
牲
に
し
、
孫
（
文
）
先
生
に
附
従
し
、
再
び
革
命
を
挙

げ
、
務
め
て
民
権
・
民
生
の
両
目
的
を
達
し
、
並
び
に
五
権
憲

法
を
創
制
し
、
政
治
を
し
て
修
明
し
、
民
生
楽
利
、
国
基
を
睾

ぉ

固
に
措
き
、
世
界
の
平
和
を
維
（
持
）
せ
ん
こ
と
を
願
う
（
注

21)
」
と
表
明
し
て
い
た
。

衷
世
凱
政
府
の
圧
迫
に
対
抗
す
る
た
め
と
は
い
え
、
右
の
よ

(14) 



1431 

う
な
露
骨
な
孫
文
専
制
の
要
請
に
は
、
黄
興
ら
旧
同
盟
会
員
か

ら
も
強
い
反
発
を
う
け
た
（
注
22)
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
近

代
化
に
ふ
さ
わ
し
い
民
権
思
想
の
掲
示
と
封
建
道
徳
な
み
に
身

命
を
犠
牲
に
せ
よ
と
い
う
要
求
と
は
あ
き
ら
か
に
背
反
し
た
か

ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
孫
文
が
、
党
首
と
し
て
指
導
の
徹
底

を
求
め
た
の
は
、
そ
れ
以
外
に
は
革
命
の
完
遂
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
っ
た
。

『
孫
文
学
説
』
を
執
筆
す
る
直
前
、
孫
文
は
南
方
護
法
政
府

け
い
め
い

に
迎
え
ら
れ
た
が
、
部
下
の
陳
銅
明
ら
の
叛
変
に
よ
っ
て
ま
た

も
裏
切
ら
れ
上
海
に
退
居
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
も

孫
文
が
指
樽
の
徹
底
を
望
む
理
由
が
あ
っ
た
が
、
『
孫
文
学
説
』

執
筆
後
の
、
一
九
一
九
年
、
孫
文
の
中
華
革
命
党
は
中
国
国
民

党
に
改
組
し
た
。
翌
年
―
一
月
、
上
海
の
中
国
国
民
党
本
部
で

演
説
し
た
孫
文
は
、
中
華
革
命
党
結
党
時
に
お
け
る
孫
文
へ
の

忠
誡
要
請
を
め
ぐ
る
対
立
に
ふ
れ
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
党
首

専
制
の
必
要
性
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

「
我
党
は
三
民
主
義
を
宗
旨
と
し
、
五
権
憲
法
を
目
的
と
し
、

両
者
を
合
わ
せ
て
革
命
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
-
九

一
三
年
の
）
二
次
革
命
失
敗
後
に
、
東
京
で
中
華
革
命
党
を

組
織
し
、
同
志
に
対
し
て
誓
約
に
よ
る
束
縛
（
原
文
「
約
束
」
）

を
加
え
て
、
革
命
の
力
量
を
強
化
し
た
と
こ
ろ
、
何
度
か
反

対
論
に
出
く
わ
し
た
。
思
う
に
彼
ら
（
反
対
論
者
）
は
、
党

と
い
う
の
は
本
来
人
治
で
動
く
も
の
で
、
国
家
が
法
治
で
そ

う
す
る
の
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
判
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
党
が
人
治
を
採
れ
ば
、
長
所
は
甚
だ
多
い
し
、
人
治
で

や
っ
て
こ
そ
（
革
命
の
）
力
量
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
（
注

23)
」

す
な
わ
ち
、
孫
文
に
よ
れ
ば
、
（
民
主
）
主
義
な
ど
政

治
上
の
原
則
は
、
憲
法
や
法
律
で
規
定
す
る
「
法
治
」
上
の
事

項
で
あ
る
が
、
政
党
内
の
場
合
は
、
党
首
個
人
の
独
裁
と
い
う

「
人
治
」
に
よ
る
行
動
こ
そ
が
、
そ
の
党
の
目
的
を
達
成
す
る

上
で
有
効
で
あ
る
、
と
言
う
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
孫
文
の
思
想
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要

な
意
味
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
法
治
と
い
う
の

は
、
万
人
平
等
を
前
提
と
し
、
そ
の
合
意
の
上
で
事
を
決
め
て

実
行
し
て
行
く
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
近
代
民
主
主
義
の
最
も
合

理
的
な
思
考
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
孫
文
は
、
民
権
主

義
や
民
生
主
義
と
い
っ
た
近
代
理
念
を
掲
げ
、
そ
の
実
現
の
為

(15) 
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に
は
、
党
内
に
お
い
て
党
首
専
制
の
人
治
を
認
め
よ
と
い
う
の

だ
。
民
主
主
義
の
旗
を
掲
げ
な
が
ら
そ
の
旗
持
ち
は
独
裁
主
義

を
と
る
、
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

一
九
二

0
年
―
一
月
九
日
に
も
、
孫
文
は
上
海
の
国
民
党
本

部
で
「
訓
政
」
を
説
明
し
た
講
演
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
孫
文
は

よ
り
露
骨
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
本
来
政
治
主
権
は
、
人
民
（
の
手
）
に
あ
る
の
だ
が
、
（
中

略
）
し
か
し
民
国
が
成
立
し
て
も
う
九
年
も
た
つ
と
い
う
の

に
、
一
般
人
民
は
ま
だ
共
和
の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な

い
。
故
に
迫
ら
れ
て
我
々
は
も
う
一
度
革
命
を
す
る
の
だ
。

現
在
吾
人
は
革
命
に
よ
っ
て
悪
劣
な
政
治
を
除
く
だ
け
で
な

く
、
さ
ら
に
革
命
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
建
設
す
る
か
ら
、

r

訓
政
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
r

訓
政
」
と
い
う
言
葉

は
、
ま
る
で
帝
制
時
代
の
言
葉
の
よ
う
だ
が
、
，
帝
制
」
と

は
実
際
、
は
る
か
に
相
異
す
る
。
明
知
す
べ
き
は
共
和
国
の

皇
帝
は
人
民
で
あ
り
、
五
千
年
に
わ
た
り
奴
隷
に
お
と
さ
れ

て
き
た
人
民
が
、
一
朝
に
し
て
皇
帝
の
地
位
に
押
し
上
げ
ら

れ
た
の
で
、
ハ
ッ
キ
リ
言
っ
て
何
を
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な

い
の
だ
。
だ
か
ら
我
々
革
命
党
人
は
、
彼
ら
に
教
育
訓
練
を

与
え
る
べ
き
な
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
（
太
甲
篇
に
み

え
る
殷
の
宰
相
）
伊
手
が
、
（
天
子
の
）
太
甲
を
訓
練
し
た

よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
又
、
明
知
す
べ
き
は
人
民

が
、
専
制
体
制
の
度
重
な
る
威
圧
の
下
で
形
成
し
た
奴
隷
根

性
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
容
易
に
は
改
変
し
難
い
も
の
で
あ
る
。

な
ん
と
か
強
制
手
段
を
採
っ
て
、
彼
ら
を
強
制
的
に
主
人
公

に
仕
立
て
た
と
し
て
も
、
と
う
て
い
落
ち
つ
か
な
い
（
中
略
）
。

だ
か
ら
国
が
彼
ら
の
た
め
に
教
育
施
設
を
つ
く
り
彼
ら
に
教

育
訓
練
を
重
ね
て
い
く
だ
け
だ
。
こ
れ
が
即
ち
訓
政
の
意
味

で
あ
る
。
（
注
24)
」

孫

文

が

革

命

一

（

す

な

わ

ち

一

・

訓

政

期

六

•
憲
政
期
」
の
三
段
階
）
を
提
示
し
た
の
は
、
中
国
同
盟
会

の
設
立
直
後
の
一
九
0
六
年
で
あ
っ
た
（
注
25)
が
、
そ
の
後
、

革
命
が
成
功
し
て
既
に
、
十
年
近
い
歳
月
が
流
れ
た
の
に
、
実

際
は
、
依
然
と
し
て
前
代
の
皇
帝
の
い
た
封
建
時
代
と
変
わ
ら

な
い
民
度
の
低
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
孫
文
ら
が
、
人
民
大
衆
を

奴
隷
と
み
よ
う
が
、
君
主
と
讃
え
よ
う
が
、
前
に
『
孫
文
学
説
』

で
み
た
と
お
り
「
不
知
能
行
」
の
民
、
つ
ま
り
何
の
知
識
も
な

く
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す
る
存
在
と
み
て
い
た
事
に
相
違
は

(16) 
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な
い
。
問
題
は
彼
ら
に
指
示
を
出
す
人
で
あ
り
、
そ
の
言
わ
れ

た
内
容
が
三
民
主
義
の
理
想
で
あ
ろ
う
が
、
封
建
君
主
の
恩
澤

で
あ
ろ
う
が
、
は
た
ま
た
共
産
主
義
の
道
理
で
あ
ろ
う
が
、
彼

ら
を
被
動
対
象
と
み
る
見
方
に
は
、
旧
時
独
裁
君
主
制
の
そ
れ

と
何
ら
変
化
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
中
国
社
会

が
旧
態
依
然
と
し
た
封
建
諸
関
係
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実

に
反
映
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
孫
文
が
、
『
書
経
』
太
甲
篇
の

伊
手
の
話
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
封
建
諸
関

係
下
に
生
命
を
も
っ
た
儒
教
的
君
臣
関
係
の
理
念
を
孫
文
自
身

の
理
想
の
実
現
の
為
に
導
入
し
た
こ
と
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
四
年
後
の
『
三
民
主
義
』

購
演
に
お
い
て
、
孫
文
が
旧
道
徳
の
忠
を
最
も
よ
い
も
の
と
し

て
賛
美
し
た
下
地
は
、
彼
の
民
国
後
の
思
想
的
葛
藤
の
必
然
的

帰
結
ー
す
な
わ
ち
三
民
主
義
•
五
権
憲
法
の
理
想
を
封
建
儒
教

の
忠
誠
や
独
裁
等
の
思
想
で
補
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。
幼
時
か
ら
青
年
に
か
け
て
の
伝
統
儒
教
の
修
養
が
、

そ
の
為
の
肥
沃
な
下
地
と
な
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
こ
に
儒
教
的
近
代
化
論
は
ひ
と
つ
の
安
息
所
を
み

出
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

孫
文
の
思
想
と
い
え
ば
、
三
民
主
義
•
五
権
憲
法
な
ど
、
そ

の
高
く
掲
げ
た
理
想
、
と
り
わ
け
そ
の
中
の
西
欧
的
近
代
思
想

面
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際

に
革
命
が
成
功
し
て
国
家
経
営
の
手
腕
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
現
実
問
題
と
し
て
儒
教
道
徳
の
再
評
価
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
孫
文
も
ま
た
、
本
文
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
そ
の

効
果
性
を
期
し
て
党
首
専
制
体
制
を
施
き
、
人
々
に
服
従
を
要

請
し
た
。
そ
れ
が
一
九
一
八
年
に
『
孫
文
学
説
』
の
「
行
う
は

易
く
、
知
る
は
難
し
」
と
い
う
知
行
の
原
則
を
提
示
し
た
真
意

で
あ
り
、
一
九
二
四
年
の
「
三
民
主
義
」
講
演
で
、
「
忠
」
の

道
徳
を
最
も
重
視
し
た
所
以
で
あ
っ
た
。

右
の
「
忠
」
の
一
事
を
も
っ
て
儒
教
思
想
を
代
表
さ
せ
る
こ

と
に
は
、
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
、
と
り
わ
け
孫
文
死
後

に
、
中
国
国
民
党
の
指
導
者
と
な
っ
た
蒋
介
石
な
ど
右
派
の
儒

教
再
評
価
の
道
を
拓
い
た
事
は
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
二
三
年
末
よ
り
、
孫
文
は
共
産
党
と
の
合
作
に
動
き
、

翌
一
九
二
四
年
一
月
二

0
日
よ
り
二
三
日
ま
で
広
東
省
広
州
に

て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
中
国
国
民
党
全
国
代
表
大
会
に
て
、
連

お
わ
り
に

(17) 
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ソ
・
容
共
・
労
農
扶
助
の
三
大
政
策
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
（
注
26)
が
、
こ
う
し
た
孫
文
の
共
産
主
義
思
想
の
受
容
に

も
、
彼
の
儒
教
思
想
評
価
は
役
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
組
織
原
則

が
、
「
鉄
の
規
律
」
に
よ
る
上
意
下
達
の
服
従
主
義
と
独
裁
体

制
を
と
っ
て
い
た
と
い
っ
た
形
式
的
な
類
似
性
も
あ
る
が
、
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
一
九
二
三
年
―
一
月

一
五
日
、
孫
文
は
日
本
の
犬
養
毅
に
長
文
の
手
紙
を
書
い
て
、

日
本
の
中
国
侵
略
を
止
め
る
よ
う
要
請
す
る
か
た
わ
ら
、
中
国

が
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
を
承
認
し
と
も
に
列
強
に
対
抗
せ
ん
と

し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
日
本
も
同
調
す
る
よ
う
求
め
た
。

そ
の
手
紙
の
中
で
「
夫
の
蘇
維
埃
主
義
は
即
ち
孔
子
の
所
謂
大

同
な
り
」
と
し
て
有
名
な
『
礼
記
』
礼
運
篇
の
大
同
思
想
を
述

べ
た
全
文
を
引
用
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
露
国
の
立
国
の
主
義
は
、
此
の
如
く
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

何
の
畏
る
べ
き
か
有
ら
ん
。
況
ん
や
日
本
は
、
尊
孔
の
国
た

り
て
、
此
に
対
し
て
応
に
先
ず
歓
迎
を
表
し
て
、
以
て
列
国

の
偶
と
な
ら
ば
、
方
に
東
方
文
明
の
国
た
る
を
失
わ
ざ
る
を

ゃ
。
（
注
27)
」

孫
文
の
頭
に
は
、
ソ
ビ
エ
ト
共
産
思
想
も
、
伝
統
儒
教
の
好
ま

し
い
思
想
（
大
同
思
想
）
の
内
に
含
め
ら
れ
て
い
た
（
注
28)

の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
儒
教
思
想
の
多
様
性
が
、
時
に
恣
意
的
に
曲
解

さ
れ
て
で
あ
れ
、
中
国
の
近
代
で
は
近
代
化
の
下
地
や
西
洋
思

想
移
入
の
媒
介
項
を
提
供
し
つ
づ
け
、
そ
れ
は
、
民
主
主
義
や

共
産
主
義
と
い
っ
た
純
西
欧
産
の
思
想
の
受
容
を
容
易
に
す
る

役
目
を
荷
っ
た
ば
か
り
か
、
導
入
先
の
中
国
社
会
の
現
実
と
切

り
む
す
ぶ
渦
中
で
、
逆
に
当
の
儒
教
思
想
が
再
評
価
さ
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
孫
文
の
三
民
主
義

も
、
そ
う
し
た
潮
流
の
中
で
、
高
く
掲
げ
ら
れ
、
現
実
の
中
国

に
適
用
を
図
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
土
台
に
儒
教
思
想
が
導

き
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
孫
文
は
そ
れ
を
、
「
主
義
」
と
言

わ
ず
自
分
の
「
学
説
」
と
命
名
し
て
い
る
が
、
そ
の
名
称
は
何

で
あ
れ
、
孫
文
思
想
の
内
に
「
忠
誠
」
な
ど
儒
教
的
旧
道
徳
の

復
活
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う。
一
九
二
五
年
、
孫
文
は
北
京
に
て
逝
去
し
た
。
三
年
後
に
中

国
の
支
配
者
と
な
っ
た
蒋
介
石
に
よ
っ
て
、
よ
り
顕
著
な
儒
教

(18) 
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ー

孫
文
「
三
民
主
義
・
民
族
主
義
（
第
六
講
）
」
。
『
孫
中

山
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
八
六
、
中
華
書
局
、
二
四
三
頁
。

『
孫
中
山
全
集
』
全
―
一
巻
は
、
一
九
八
一
年
よ
り
一
九

八
六
年
に
か
け
て
大
陸
で
刊
行
さ
れ
た
。
台
湾
に
は
『
国

父
全
集
』
全
六
巻
(
-
九
七
三
、
中
国
国
民
党
中
央
委
員

会
党
史
委
員
会
編
刊
）
が
あ
る
が
、
以
下
の
本
論
の
引
用

は
前
者
に
よ
り
、
「
孫
全
集
、
巻
数
、

0
0頁
」
と
略
記

す
る
。

な
お
、
孫
文
の
年
譜
に
つ
い
て
も
大
陸
で
刊
行
さ
れ
た

『
孫
中
山
年
譜
長
編
』
上
下
二
冊
（
陳
錫
棋
編
、
一
九
九

一
、
中
華
書
局
）
と
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
『
国
父
年
譜
』

上
下
二
冊
（
羅
家
倫
編
、
一
九
六
九
、
中
国
国
民
党
中
央

委
員
会
党
史
委
員
会
編
刊
）
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

注

文
化
の
再
評
価
へ
赴
く
こ
と
に
な
る
が
、
孫
文
の
思
想
に
は
、

そ
の
内
在
要
因
が
十
二
分
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
孫
文
死
後
の
儒
教
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
検
討

課
題
と
し
た
い
。

2
 
こ
の
二
書
に
つ
い
て
は
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
年
譜
長
編
、
国

父
年
譜
と
略
称
し
て
引
用
す
る
。

孫
文
思
想
と
儒
教
の
関
係
、
特
に
民
族
主
義
講
義
に
お
け

る
忠
孝
な
ど
の
固
有
道
徳
の
賞
揚
理
由
に
つ
い
て
は
、
戴

季
陶
．
蒋
介
石
ら
の
、
孫
文
に
よ
る
儒
教
思
想
の
継
承
発

展
と
い
う
見
方
と
、
大
陸
の
側
の
、
孫
文
思
想
上
の
欠
陥

と
見
る
見
方
が
あ
る
。

こ
う
し
た
二
分
論
を
こ
え
て
事
実
関
係
の
背
景
を
さ
ぐ

っ
た
藤
井
昇
三
氏
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。
「
何
故
に
、
孫
文
は
、
し
ば
し
ば
中
国
古
来
の
伝
統
的
思

想
な
い
し
道
徳
の
美
点
に
言
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
に
、
連
ソ
容
共
政
策
決
定
後
に
お
け
る
国
民
党
内
の
左

右
両
派
の
間
か
ら
生
じ
た
民
生
主
義
に
対
す
る
疑
惑
（
国

民
党
一
全
大
会
に
お
け
る
r

民
生
主
義
に
関
す
る
説
明
」

よ
り
。
）
が
党
の
分
裂
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
一

方
に
お
い
て
は
三
民
主
義
と
社
会
主
義
の
一
致
を
主
張
し

つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
は
三
民
主
義
と
儒
教
と
が
必
ず
し

も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
。
第
二

に、

r

一
握
り
の
ば
ら
ば
ら
の
砂
」
の
よ
う
に
民
族
意
識

(19) 
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な
い
し
国
家
的
観
念
に
乏
し
い
漢
民
族
を
し
て
民
族
的
自

覚
と
自
信
を
取
り
戻
さ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
的

統
一
へ
の
意
欲
を
呼
び
醒
ま
さ
せ
、
不
平
等
条
約
撤
廃
ヘ

の
闘
争
に
起
ち
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
願
望
が
挙
げ
ら
れ

る
。
孫
文
が
列
強
の
不
平
等
条
約
の
鉄
鎖
に
繋
が
れ
た
中

国
の
国
隙
的
地
位
は
半
植
民
地
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
植

民
地
よ
り
も
さ
ら
に
劣
悪
な
r

次
植
民
地
」
で
あ
る
と
し

ば
し
ば
述
べ
た
の
も
、
近
代
的
民
族
統
一
へ
の
国
民
的
自

覚
を
喚
起
す
る
た
め
の
右
と
同
様
な
意
図
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
政

治
的
意
図
に
加
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
資
本
主
義
社
会
の

道
徳
に
対
す
る
嫌
悪
が
、
中
国
人
と
し
て
の
孫
文
に
恐
ら

く
完
全
に
は
抜
き
難
い
古
代
中
国
賛
美
の
傾
向
と
結
び
つ

い
て
、
中
国
伝
統
思
想
高
唱
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
」
藤
井
昇

三
『
孫
文
の
研
究
ー
と
く
に
民
族
主
義
理
論
の
発
展
を
中

心
と
し
て
』
、
一
九
六
六
、
勁
草
書
房
、
一
九
三
頁
。

こ
の
藤
井
氏
の
あ
げ
た
三
つ
の
理
由
の
う
ち
第
一
の
共
産

主
義
な
ど
左
派
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
儒
教
な
ど
伝
統
保
守
の

論
を
入
れ
党
の
分
裂
を
防
い
だ
、
と
い
う
見
方
は
、
い
わ

ば
「
方
便
論
」
で
あ
る
が
、
当
時
の
「
国
共
合
作
」
推
進

等
の
時
代
背
景
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
定
の
合
理
性
は
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
島
田
虔
次
氏
は
孫
文
の
儒
教
宣

揚
を
本
心
か
ら
の
も
の
と
み
て
、
『
孫
文
学
説
』
に
既
に

西
洋
の
物
質
文
明
に
対
す
る
東
洋
の
精
神
文
明
の
価
値
認

識
が
あ
っ
た
こ
と
、
「
三
民
主
義
」
の
講
演
で
孫
文
が
繰

り
返
し
新
文
化
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
証
拠
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
本
心
論
」
と
言
っ
て
い
い
（
同

氏
「
孫
文
の
儒
教
宣
揚
の
動
機
論
を
め
ぐ
っ
て
」
、
一
九

九
0
、
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
所
収
。

又
「
関
於
孫
中
山
宣
揚
儒
教
的
動
機
論
」
、
一
九
八
九
、

『
孫
中
山
和
他
的
時
代
ー
孫
中
山
研
究
国
際
学
術
討
論
会

文
集
』
下
冊
所
収
。
参
照
）
。

な
お
、
後
者
の
論
文
集
に
は
、
李
侃
「
孫
中
山
和
伝
統

儒
学
」
、
章
開
元
「
従
離
異
到
回
帰
I
孫
中
山
与
伝
統
文

化
的
関
係
」
な
ど
大
陸
の
学
者
の
見
解
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
は
、
救
国
や
革
命
の
為
の
伝
統
継
承
と
見

た
り
、
孫
文
ら
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
軟
弱
性
の
表
れ
だ
っ

た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

小
論
で
は
、
孫
文
の
儒
教
依
拠
が
孫
文
思
想
の
発
展
に

(20) 
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3
 
と
も
な
う
必
然
の
所
産
だ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
い
。

国
父
年
譜
、
一
三
頁
。
こ
れ
は
、
林
百
克
「
孫
逸
仙
伝
記
」

を
根
拠
に
し
た
も
の
だ
が
、
年
譜
長
編
で
は
、
「
国
父
家

世
源
流
考
」
の
孫
妙
茜
の
回
想
を
根
拠
に
光
緒
元
年
（
一

八
七
五
）
一

0
歳
の
こ
と
と
す
る
。
同
書
、
一
七
頁
。

王
応
麟
『
三
字
経
』
（
著
者
は
王
応
麟
で
な
く
区
適
子
と

の
説
も
あ
る
）
。
三
字
一
句
で
押
韻
さ
れ
て
い
て
、
初
学

者
用
入
門
書
と
し
て
宋
末
に
著
さ
れ
清
末
ま
で
よ
く
使
用

さ
れ
普
及
し
た
。
近
代
に
は
い
っ
て
も
『
仏
教
三
字
経
』

（
楊
仁
山
）
、
『
太
平
天
国
三
字
経
』
、
『
現
代
中
国
三

字
経
』
等
が
あ
り
、
日
本
で
も
『
本
朝
三
字
経
』
（
著
者

不
明
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
暗
唱
用
で
あ
り
、
一
般

に
は
「
戒
尺
の
打
榔
」
に
脅
迫
さ
れ
て
読
ま
れ
た
と
い
う

（
田
中
謙
二
「
旧
支
那
に
於
け
る
児
童
の
学
塾
生
活
」
、

一
九
四
六
、
『
東
方
学
報
』
、
一
五
ー
ニ
）
。

国
父
年
譜
、
一
四
頁
。

国
父
年
譜
、
三
一
、
三
七
ー
八
頁
。

孫
文
「
建
国
方
略
之
三
、
民
権
初
歩
（
社
会
建
設
）
序
」
。

孫
全
集
、
六
巻
、
四
一
三
頁
。

孫
文
「
建
国
方
略
之
一
、
孫
文
学
説
_
ー
行
易
知
難
（
心

15 14 13 12 11 10 9 

一
五
八
ー
九
頁
。

理
建
設
）
自
序
」
。
孫
全
集
、
六
巻
、

注
8
、
一
五
九
ー
一
六
0
頁。

注
8
、
一
九
八
頁
。

注
8
、
一
九
九
ー
ニ

0
0
頁。

拙
稿
「
康
有
為
の
大
同
三
世
説
」
。
『
日
本
中
国
学
会
報
』
、

第
二
五
集
、
一
九
七
三
。

注
8
、
二

0
―頁。

注
8
、
二

0
三
頁
。

こ
の
『
論
語
』
泰
伯
篇
の
「
民
可
使
由
之
」
云
云
の
句
は
、

一
九
一
七
年
八
月
に
陳
独
秀
が
書
い
た
「
復
辟
与
尊
孔
」

な
ど
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
儒
教
批
判
論
者
の
格
好
の
標

的
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
儒
教
擁
護
論
者
は
、
こ
の

文
の
旬
読
を
変
え
て
「
民
、
可
な
ら
ば
、
之
に
由
ら
し
め
、

不
可
な
ら
ば
、
之
に
知
ら
し
む
」
（
侯
外
賑
『
中
国
近
代

思
想
学
説
史
』
、
一
九
四
七
、
六
五
0
頁
）
と
い
っ
た
解

釈
を
し
た
例
も
あ
る
。
ま
た
康
有
為
が
一
九
一
七
年
に
刊

行
し
た
『
論
語
注
』
の
同
文
に
は
、
孔
子
が
人
々
に
道
理

を
説
き
続
け
た
こ
と
か
ら
、
文
字
ど
お
り
の
愚
民
の
意
は

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
宗
教
に
つ
い
て
は
、
「
も
し
鬼
神
、

霊
な
し
と
明
言
し
、
大
い
に
迷
信
を
破
ら
ば
、
則
ち
民
、

(21) 
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極
し
い
攣
攣

忌

憚

す

る

所

な

く

、

惟

だ

欲

を

縦

に

し

こ

と
あ
る
の
み
。
故
に
民
を
し
て
祭
祀
を
重
ん
ぜ
し
む
べ
く

し
て
、
鬼
神
の
有
無
生
死
は
、
必
ず
し
も
人
人
を
し
て
之

を
知
ら
し
め
ず
」
（
同
書
、
一
九
八
四
、
中
華
書
局
、
一

―
四
頁
）
と
限
定
し
た
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

な
お
、
孫
文
は
、
本
文
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
政
権
を
把

握
後
に
訓
政
期
を
設
け
て
、
人
民
教
化
を
実
施
し
て
の
ち

十
分
な
民
権
が
保
障
さ
れ
た
憲
政
期
に
移
行
す
る
と
し
て

い
る
。
弟
子
の
周
仏
海
の
『
三
民
主
義
解
説
』
に
も
、
そ

の
意
味
で
、
こ
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
中
国
で
は
数
千
年
に
亙
る
専
制
に
慣
れ
て
、
人
民
は
納

税
以
外
に
は
政
治
と
何
の
関
係
も
持
た
ず
、
政
治
は
皇
帝

と
宮
府
の
仕
事
と
考
へ
、
先
哲
も
亦
，
不
在
其
位
、
不
謀

其
政
」
を
訓
と
し
て
ゐ
た
た
め
に
、
人
民
は
全
く
政
治
的

関
心
を
も
た
な
い
。
同
時
に
、
人
民
は
政
治
に
関
与
す
る

こ
と
を
求
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
当
然
そ
れ
を
知
る
こ
と

を
も
求
め
ず
、
先
哲
も
亦
，
民
可
使
由
之
、
不
可
使
知
之
」

を
原
則
と
し
て
ゐ
た
か
ら
、
人
民
の
政
治
的
知
識
も
非
常

に
欠
乏
し
て
ゐ
る
。
人
民
の
政
治
的
関
心
と
政
治
的
知
識

に
欠
け
て
ゐ
る
今
日
の
中
国
に
於
て
、
革
命
後
直
ち
に
充

19 18 17 16 

分
な
る
民
権
を
入
民
に
与
へ
、
即
刻
全
民
政
治
を
実
現
せ

ん
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
如
く
全
民
政
治
は
虚
名
と
な

る
の
み
な
ら
ず
、
少
数
狡
猾
者
に
利
用
さ
れ
て
少
数
者
専

制
が
行
は
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
健
全
な

る
全
民
政
治
を
実
現
す
る
に
は
、
先
づ
過
渡
期
を
設
け
て

人
民
が
民
権
を
運
用
し
得
る
や
う
に
訓
練
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
（
同
書
、
犬
養
健
訳
、
一
九
四
0
、
岩
波
書

店
、
二
三
三
頁
）
。

注
8
、
一
九
六
頁
。

孫
文
『
三
民
主
義
（
民
族
主
義
）
』
。
孫
全
集
、
九
巻
、
ニ

四
三
頁
。
こ
の
『
三
民
主
義
』
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
『
孫

文
学
説
』
を
含
む
『
建
国
方
略
』
三
部
作
を
継
ぐ
著
作
と

し
て
、
①
民
族
主
義
②
民
権
主
義
③
民
生
主
義
④
五
権
憲

法
⑤
地
方
政
府
⑥
中
央
政
府
⑦
外
交
政
策
⑧
国
防
計
画
の

八
部
構
成
の
『
国
家
建
設
』
の
一
冊
を
著
す
予
定
で
あ
っ

た
、
と
い
う
（
同
、
一
八
三
頁
）
。
な
お
、
原
文
が
講
演

調
の
口
語
体
ゆ
え
に
、
引
用
文
は
訓
読
文
で
な
く
、
現
代

文
と
し
た
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

注
17
、
二
四
四
頁
。

孫
文
「
臨
時
大
総
統
誓
詞
」
。
孫
全
集
、
二
巻
、

一頁。

(22) 
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国
父
年
譜
、
四
―
二
頁
。

中
華
革
命
党
の
誓
詞
は
、
国
父
年
譜
、
一
九
一
三
年
九
月

二
七
日
の
条
に
み
え
る
（
同
書
、
五
三
九
ー
五
四
0
頁
）
。

注
20
、
五
三
九
ー
五
四
0
頁。

孫
文
と
黄
興
ら
と
の
意
見
対
立
は
、
彼
ら
の
交
し
た
書
簡

に
詳
し
い
。
例
え
ば
、
孫
文
「
復
黄
興
函
」
(
-
九
―
四

年
五
月
二
九
日
）
に
は
、
当
時
、
黄
興
ら
が
孫
文
の
命
令

に
従
う
な
と
言
い
ふ
ら
し
た
り
、
従
っ
て
い
る
の
は
「
無

知
な
少
年
学
生
及
び
飯
食
の
な
い
亡
命
者
」
だ
け
だ
と
非

難
す
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
孫
全
集
、
三
巻
、
八

八
頁
）
。

孫
文
「
在
上
海
中
国
国
民
党
本
部
会
議
的
演
説
」
。
孫
全

集
、
五
巻
、
三
九
四
頁
。
引
用
文
は
国
父
年
譜
（
八
―
二

頁
）
の
要
約
に
よ
る
。

孫
文
「
在
上
海
中
国
国
民
党
本
部
会
朧
的
演
説
」
。
孫
全

集
、
五
巻
、
四
0
0
頁。

孫
文
の
革
命
三
序
に
つ
い
て
は
、
一
九
0
六
年
の
「
同
盟

会
革
命
方
略
・
軍
政
府
宣
言
」
。
（
孫
全
集
、
一
巻
、
ニ

九
六
ー
八
頁
）
参
照
。

孫
文
の
三
大
政
策
に
つ
い
て
は
、
狭
間
直
樹
著
「
三
大
政

28 27 

策
と
黄
捕
軍
校
」
。

九
八
七
、
参
照
。

孫
文
「
致
犬
養
毅
書
」
。
孫
全
集
、
八
巻
、
四
0
五
頁
。

孫
文
の
共
産
主
義
は
、
も
っ
ぱ
ら
西
欧
の
マ
ル
ク
ス
主
義

を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
孫
文
は
、
一
九
二
四
年
の
三
民

主
義
講
演
（
民
族
主
義
•
第
四
講
）
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

「
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
行
の
新
文
化
と
話
題
の
無
政
府

主
義
と
共
産
主
義
は
、
す
べ
て
我
々
中
国
に
何
千
年
も
前

か
ら
あ
っ
た
旧
物
で
あ
る
。
例
え
ば
黄
老
の
政
治
学
説
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
無
政
府
主
義
で
あ
る
。
列
子
の
説
く
華

詈
の
国
に
は
r

そ
の
人
民
に
は
君
主
も
法
律
も
な
く
、
自

然
の
ま
ま
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
無
政
府
主
義
で
は
な

い
か
。
我
々
中
国
の
新
青
年
は
、
未
だ
中
国
の
旧
学
説
を

詳
細
に
研
究
せ
ず
に
、
こ
れ
ら
（
無
政
府
主
義
な
ど
）
の

学
説
は
世
界
で
最
高
最
新
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
ま
っ
た

く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
最
新
で
も
、
中
国
で
は
何
千
年
も

前
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
事
を
知
ら
な
い
の
だ
。
さ
き
に

ロ
シ
ア
で
実
行
さ
れ
た
の
は
、
実
際
は
純
粋
な
共
産
主
義

で
は
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

『
東
洋
史
研
究
』
、
四
六
ー
ニ
‘

(23) 
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は
、
真
の
共
産
主
義
で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
・
バ
ク
ー

ニ
ン
の
主
張
し
た
も
の
こ
そ
真
の
共
産
主
義
で
あ
る
。
共

産
主
義
は
外
国
で
は
、
た
だ
言
論
に
し
か
す
ぎ
な
く
て
、

ま
だ
完
全
な
る
実
行
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
で
は

洪
秀
全
の
時
代
に
も
う
実
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

（
孫
全
集
、
九
巻
、
二
三
0
頁
）
。

な
お
、
当
時
の
孫
文
の
こ
う
し
た
共
産
主
義
理
解
に
対
す

る
儒
学
者
側
の
反
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
康
有
為
と
呉

侃
学
—
|
国
民
革
命
時
期
の
康
有
為
試
論
」
第
一
章
第
四

節
「
孫
文
批
判
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
刊
『
中

国
国
民
革
命
の
研
究
』
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た

‘。
し

(24) 


